
 

 

邑楽町教育委員会会議録 

開会年月日時刻 令和 5年 1月 26 日（木）午前 9時 30 分 

閉会年月日時刻 令和 5年 1月 26 日（木）午前 10 時 05 分 

開会の場所 邑楽町役場 2階 201 会議室 

議案事項 第 1 号議案 邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付要綱について 

その他 

１）教職員人事について 

２）邑楽町教育委員会スポーツ表彰規定について 

３）令和５年度「町民スポーツイベント」要項（案）について 

４）令和４年度邑楽町いじめ防止こども会議について 

５）令和４年度管内小中学校の卒業式について 

６）令和５年度管内小中学校の入学式について 

７）令和５年２月行事予定について 

８）次回教育委員会について 

９）その他 

出席者 

教 育 長    藤江 利久 

委   員    岡田 真幸 

委   員    谷津 洋子 

委   員    中村 郷志 

委   員    橋本 明香 

説明員 

学校教育課長   松﨑 澄子 

生涯学習課長   田中 敏明 

教育委員会書記  髙橋 克徳 



 

会議録 

議長（藤江） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（藤江） 

 

 

 

生涯学習課

長（田中） 

 

 

 

 

 

ただ今より、1月定例教育委員会を開会いたします。 

それでは今回の議事録署名人を決定いたします。 

岡田委員、谷津委員にお願いします。 

続きまして、教育長事務報告をさせていただきます。 

 

12 月 17 日は邑の森ホールで婦人会の集いに出席いたしました。20 日は

東部地区人事調整会議が東部教育事務所でありました。異動希望のある

教職員や、誓約で異動する教職員の確認をいたしました。21 日は部落解

放同盟統一市町村交渉があり、町 4 役はじめ教育委員会の両課長も出席

しました。24 日は中央公民館でクリスマスコンサートがあり、坂原菫礼

さんのピアノ演奏をはじめ､高校生のジャズ演奏などを楽しみました。26

日は課長会議がありました。28 日は仕事納めでした。1 月 4 日は仕事始

めで、課長会議もありました。6 日は東部地区人事教育長会議があり、主

に管理職人事について確認しました。8日は二十歳のつどいに出席いたし

ました。12 日はスポーツ推進審議会があり、令和 4 年の競技優秀者を審

議・承認いたしました。13 日は管内校長会がありました。同日の夕方に

は白鳥絵画審査会がありました。19 日は全員協議会があり、卒業式、入

学式への出席者につきまして、各学校において議会代表 1 名の選任をお

願いいたしました。21 日は陸上自衛隊第 12 音楽隊の演奏を参観しまし

た。大変すばらしい演奏でした。23 日及び 25 日は学校関係の会計年度任

用職員の面接を行いました。24 日は中野東小学校の 2 年目教員の授業を

参観しました。以上です。 

 

何かご質問はありますか。ないようですので、議案第 1 号邑楽町スポー

ツ競技優秀団体壮行金交付要綱について、田中生涯学習課長より説明を

お願いします。 

 

スポーツで優秀な成績を挙げた団体、個人につきましてはこれまで、本

人の申出により、町のスポーツ関係委員で組織するスポーツ推進審議会

で審議し、1 月の最終土曜日に開催されるスポーツ推進大会で表彰し、祝

金もしくは記念品を支給してきました。しかし、内規で処理しているた

め、審査方法や祝金を支給する時期などについて明確でない点があるな

ど、審査の際に議論となることがたびたびありました。そこで、競技優

秀者のうち団体について要綱を整備し、「祝金」を「壮行金」に改め、申 
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請に基づき迅速に壮行金を支給できるよう改めるものであります。運用

は年度単位とし、随時申請可能とします。ご承認いただければ、令和 5

年 4 月 1 日より施行いたします。なお、競技優秀者のうち個人について

は現金支給を行わないことから、引き続き内規で運用するものとします。

以上です。 

 

ご質問はありますか。ないようですので、議案第 1 号邑楽町スポーツ競

技優秀団体壮行金交付要綱について、ご承認いただけますでしょうか。 

 

（賛同の声あり） 

 

議案第 1 号邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付要綱について、議案

どおりに決定します。次に、その他の 1)教職員人事について、私より説

明いたします。 

 

令和 5 年度の学級編成基準としては、小学校の第 1 学年から第 3 学年ま

でが 1 学級 35 人、それ以外の学年が 1 学級 40 人です。中学校では 1 学

級 40人となっていますが、群馬県では引き続き独自に、より少数の学級

としており、小学校第 1学年及び第 2 学年は 1 学級 30人とし、小学校第

3 学年から中学校第 3 学年までは、1 学級 35 人としています。次に、教

職員配当基準ですが、栄養教諭・学校栄養職員については、引き続き小

中学校の児童生徒数が基準となり、2000 人以下の共同調理場では 1 名の

配置となります。また、各学校における教職員数は、群馬県の基準に基

づき学級数により決められます。 

 

何かご質問ありますか。ないようですので次に、その他 2）邑楽町教育委

員会スポーツ表彰規定について、田中生涯学習課長より説明をお願いし

ます。 

 

スポーツ競技優秀者のうち、団体については要綱に基づき壮行金を支給

することについて決定していただきましたが、個人については現金支給

を行わないことから引き続き内規で運用するものとします。ただし、こ

れまでの運用の中で、申請様式がないなど問題点があったため、この機

会に見直しを行いました。運用は年単位とし、従来同様毎年 12月に申請 
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を受け付けるものとします。審査対象及び選考基準については、現状と

変更はありません。こちらにつきましては、年単位ということで、その

年の 1月から 12 月までの大会の結果に対してのものになります。先ほど

の団体の壮行金については、良い成績を収め、上の大会へ出場すること

への壮行金となっています。 

 

何かご質問ありますか。ないようですので、次に、その他 3）令和 5年度

「町民スポーツイベント」要項（案）について、田中生涯学習課長より

説明をお願いします。 

 
町民体育祭に替わるスポーツイベントにつきましてご報告させていただ

きます。町民体育祭につきましては、区長会や体育協会など関係者によ

る協議の結果、3 年連続で中止となりました。会議の席で、委員の方から

は「コロナだからできない」ではなく「コロナでもできること」を目指

すべきとのご意見がありました。町ではこうしたご意見を踏まえ、来年

度はこれまでの町民体育祭に替わる、新たなスポーツイベントを行うこ

とにいたしました。区長会や体育協会、スポーツ推進委員やスポーツ少

年団などの代表者による検討会議を立ち上げ、協議して参りました。そ

の協議を踏まえ、別紙要項（案）を作成しました。内容としては、これ

までの競技主体の大会から、参加する楽しさを優先する、スポーツ・レ

クリエーションを中心としたイベントへ大きく転換しています。具体的

な内容は、今後実行委員会を組織して検討します。なお、スポーツイベ

ントの正式な名称は、町民の皆さんへの広報も兼ねて公募することにな

りました。以上でございます。 
 

何かご質問ありますか。実行委員会はいつ頃から始める予定ですか。 

 

新年度からになると思いますが、なるべく早くと考えています。 

 

ゼロから作り上げなければならないので大変ですね。 

次に、その他 4）令和 4年度邑楽町いじめ防止こども会議について、松﨑

学校教育課長より説明をお願いします。 
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今年度のいじめ防止子ども会議は、令和 5 年 2 月 24 日（金）、午後 3 時

20 分から 3 階大会議室にて開催する予定です。新型コロナウイルス感染

症対策としてサブ会場を設けることになる見込みです。その場合、教育

委員の皆様は 201 会議室での参加となります。ご都合の付く範囲内でご

参観いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

何かご質問ありますか。ないようですので、次にその他 5）令和 4 年度管

内小中学校の卒業式について、松﨑学校教育課長より説明をお願いしま

す。 

 

通知を別途配布させていただいておりますが、令和 4 年度卒業式が、中

学校は 3月 13日（月）、小学校は 3月 23 日（木）に挙行されます。中学

校と小学校それぞれの卒業式にどなたが教育委員会を代表して出席され

るのか決めていただきたいと思います。なお、藤江教育長は邑楽南中学

校に出席いたします。邑楽中学校と各小学校では、皆様に教育委員会を

代表して告辞を述べていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（教育委員の出席の割振りをする。） 

 

次に、その他 6）令和 5年度管内小中学校の入学式について、松﨑学校教

育課長より説明をお願いします。 

 

こちらも通知を別途配布させていただいておりますが、令和 5 年度入学

式が 4月 7日（金）に挙行されます。中学校は午前、小学校は午後です。

それぞれの学校にどなたが教育委員会を代表して出席されるのか、お決

めていただきたいと思います。なお、藤江教育長は邑楽中学校に出席い

たします。邑楽南中学校と各小学校では、皆様に教育委員会を代表して

告辞を述べていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（教育委員の出席の割振りをする。） 

 

次にその他 7）令和 5 年 2月行事予定について、松﨑学校教育課長・田中

生涯学習課長より説明をお願いします。 
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学校教育課の 2月の主な予定行事を読みあげる。 

 

生涯学習課の 2月の主な予定行事を読みあげる。 

 

何かご質問等ありますか。ないようですで、次にその他 8）次回の教育委

員会についてですが、2月 21日（火）の午前 9時 30 分からでどうでしょ

うか。 

 

（賛同の声あり） 

 

それでは、次回の教育委員会は 2 月 21 日（火）午前 9 時 30 分から行う

ことに決定しました。よろしくお願いします。次にその他で何かあれば

お願いします。 

 

板倉町から教育委員の異動通知が届いております。教育長の任期が令和 5

年 1月 18 日に満了し、翌日の令和 5年 1月 19 日付けで再任されました。

以上です。 

 

他にありますか。ないようですので、以上で 1 月の教育委員会を閉会し

ます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


